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６
月
１
日
、
２
日
に
静
岡
県
伊
東

ホ
テ
ル
聚
楽
で
開
催
さ
れ
た
大
会

に
岡
山
支
部
か
ら
河
井
と
谷
川
の

２
人
が
代
議
員
と
し
て
参
加
し
ま

し
た
。 

全
体
会
議
、
分
散
会
で
尖
閣
問

題
で
友
好
運
動
や
行
事
に
困
難
や

中
止
が
出
て
い
る
。
日
本
で
は
憲
法

改
悪
を
主
張
す
る
勢
力
が
力
を
伸

ば
し
て
い
る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
る
中

で
、
友
好
運
動
に
困
難
な
面
が
出

て
い
る
。 

全
体
会
議
の
発
言
で
は
、
中
国

帰
国
者
と
そ
の
配
偶
者
へ
の
支
援
、

中
国
人
研
修
生
へ
の
支
援
、
昨
年
９

月
の
「
全
国
青
年
交
流
会
」
で
の
青

年
部
の
重
要
性
、
中
国
力
検
定
（
仮

っ
し
ゃ
る
そ
う
で
、
ど
う
し
て
そ
う

言
っ
た
情
報
が
入
っ
て
来
な
い
の
だ

と
少
し
苛
立
ち
を
覚
え
ま
し
た
。 

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ

・
シ
ス
テ
ム
の
活
用
で
対
外
的
に
は

日
中
の
活
動
を
大
い
に
広
報
し
、
支

部
間
同
士
で
は
、
情
報
共
有
を
図
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

、
若
い
世
代
の
方
々
が
異
口
同
音
に

唱
え
て
い
ま
し
た
。 

青
年
部
発
足
に
は
５
名
以
上
を

集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
う
で
す

。
座
談
会
で
、
愛
媛
県
連
か
ら
神
取

さ
ん
と
い
う
方
が
岡
山
に
帰
っ
て
来

ら
れ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
愛
媛
で
は

大
変
活
躍
さ
れ
て
い
た
方
だ
そ
う

で
、
夫
婦
で
是
非
日
中
岡
山
青
年

部
立
ち
上
げ
に
参
画
し
て
頂
き
た

い
も
の
で
す
。 

 

日
中
の
未
来
、
そ
し
て
そ
の
原
動

力
と
な
る
で
あ
ろ
う
青
年
部
発
足

準
備
会
に
一
筋
の
明
る
い
日
差
し

が
差
し
た
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。 

谷
川
浩
文 

 

方
針
を
提
案
、
宮
地
事
務
局
長
が
決

算
予
算
の
提
案
、
規
約
改
正
の
提
案

を
行
い
ま
し
た
。 

 

提
案
に
対
す
る
質
疑
、
討
論
は
平

井
議
長
の
下
で
今
ま
で
に
な
く
活
発

な
発
言
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。 

福
田
理
事
か
ら
新
し
い
役
員
の
提

案
が
あ
り
す
べ
て
の
議
案
を
可
決
し

て
、
支
部
総
会
を
終
了
し
ま
し
た
。  

支
部
総
会
で
は
新
理
事
に
住
寄
善

志
さ
ん
、
富
田
正
徳
さ
ん
を
選
出
し

ま
し
た
。 

 

支
部
総
会
終
了
後
全
員
で
記
念
撮

影
を
行
い
、
そ
の
後
昼
食
を
食
べ
な
が

ら
中
国
映
画
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。 

 

岡
山
支
部
に
青
年
部
の 

立
ち
上
げ
を
！ 

総
会
の
内
容
は
、
河
井
理
事
に

譲
る
と
し
て
、
私
は
議
題
に
も
上
が

っ
た
青
年
活
動
の
報
告
等
に
つ
い
て

感
想
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

福
岡
県
連
か
ら
は
、
介
護
の
仕
事

を
さ
れ
な
が
ら
青
年
部
の
活
動
を

さ
れ
て
い
る
女
性
の
方
が
来
て
い
て

、
宴
会
の
後
、
青
年
交
流
座
談
会
で

少
し
お
話
し
ま
し
た
が
、
私
と
同
じ

不
規
則
な
勤
務
体
制
で
、
青
年
部

の
活
動
時
間
を
捻
出
す
る
の
は
と

て
も
難
し
い
そ
う
で
す
。
私
は
大
変

共
感
を
覚
え
ま
し
た
。 

私
は
、
理
事
に
な
っ
て
一
年
で
す

が
、
福
岡
県
連
の
よ
う
に
周
り
に
青

年
部
を
一
緒
に
立
ち
上
げ
ら
れ
る

よ
う
な
同
胞
が
い
な
い
こ
と
に
落
胆

し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
座
談
会
で
吐

露
し
ま
し
た
ら
、
本
部
の
方
か
ら
、
「

情
報
不
足
や
情
報
共
有
が
出
来
て

い
な
い
こ
と
が
青
年
交
流
活
動
の
足

か
せ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
支
部

の
中
に
留
ま
ら
ず
横
（
支
部
間
）
と

の
繋
が
り
を
活
用
し
た
ら
ど
う
で
し

ょ
う
か
？
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
り
ま

し
た
。 

総
会
に
参
加
さ
れ
て
い
た
倉
敷

支
部
の
事
務
局
次
長
に
相
談
し
た

と
こ
ろ
、
倉
敷
に
も
若
い
方
が
い
ら

日
中
友
好
協
会
倉
敷
支
部
で

は
、
６
月
１５
日
第
９
回
支
部
総
会

を
ラ
イ
フ
パ
ー
ク
倉
敷
で
開
催
し
、

２
０
１
３
年
度
活
動
方
針
と
そ
れ
を

す
す
め
る
新
し
い
役
員
体
制
を
決

め
ま
し
た
。 

 

支
部
は
こ
の
一
年
間
困
難
な
情

勢
に
め
げ
ず
、
国
交
回
復
４０
周
年

の
文
化
講
演
会
を
は
じ
め
、
中
国

映
画
会
、
出
版
を
祝
う
会
、
活
動

を
ね
ぎ
ら
う
会
、
街
頭
宣
伝
な
ど

多
彩
な
取
り
組
み
を
し
て
き
ま
し

た
。
あ
た
ら
し
い
年
度
に
は
そ
れ
ら

の
活
動
の
上
に
新
た
に
太
極
拳
を

広
げ
る
活
動
や
昨
年
度
果
た
せ
な

か
っ
た
中
国
旅
行
を
ぜ
ひ
実
現
し
た

い
と
意
気
込
ん
で
い
ま
す
。 

ま
た
、
会
員
拡
大
で
は
県
西
部

に
支
部
を
つ
く
る
方
向
を
総
会
で

確
認
し
ま
し
た
。 

 

支
部
総
会
は
ラ
イ
フ
パ
ー
ク
の
視

聴
覚
教
室
を
借
り
切
っ
て
行
わ
れ
、

開
会
と
同
時
に
太
極
拳
演
舞
が
行

わ
れ
参
加
者
を
魅
了
し
ま
し
た
。  

倉
敷
市
を
代
表
し
て
国
際
課
長

が
お
祝
い
の
あ
い
さ
つ
に
駆
け
つ
け

て
く
れ
ま
し
た
。
栗
本
理
事
長
の
あ 

い
さ
つ
に
つ
づ
い
て
、
太
漏
事
務
局

次
長
が
情
勢
報
告
、
新
し
い
活
動

称
）
の
テ
キ
ス
ト
を
作
り
試
験
を
行

う
。
規
約
改
正
に
つ
い
て
も
提
案
さ

れ
論
議
さ
れ
た
。
ま
た
、
新
た
に
支

部
を
作
っ
た
と
こ
ろ
、
再
建
さ
れ
た

と
こ
ろ
の
報
告
が
さ
れ
ま
し
た
。 

日
中
友
好
協
会
第
６
２
回
全
国
大
会
に
参
加
し
て 

機
関
紙
コ
ン
ク
ー
ル
で
は

岡
山
支
部
は
優
秀
賞
、
き

り
え
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
竹
内

宜
子
さ
ん
が
最
優
秀
賞
で

表
彰
さ
れ
ま
し
た
。 

全
体
の
参
加
者
は
２
１

７
人
、
平
均
年
齢
６７
歳
で

し
た
。
残
念
な
こ
と
は
前
大

会
よ
り
３
０
０
人
の
会
員
減

で
し
た
。
２
０
０
０
０
人
会

員
を
め
ざ
し
て
が
ん
ば
ろ

う
と
意
思
統
一
し
て
閉
会

と
な
り
ま
し
た
。 

河
井
伸
士 

宴会での京劇 

駐日中国大使の挨拶 

切り絵展の表彰を受ける河井理事（左） 

あ
ら
た
に
太
極
拳
活
動
な
ど
に
も
取
り
組
む 

日
中
友
好
協
会
倉
敷
支
部 

 
 

第
９
回
支
部
総
会
終
わ
る 

支部総会冒頭の「太極拳」演舞 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

７
月
１
（月
）午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

稲葉 

宇野 

河井 

小林 

真田 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

三
、
憲
法
九
十
六
条(

憲
法
改
正
の

手
続)

改
正
の
ね
ら
い
。 

改
憲
派
は
、
単
な
る
手
続
き
の
変
更

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
狙
い

は
、
九
条
二
項
の
改
正
に
あ
る
。
ま

た
、
憲
法
は
、
国
民
が
権
力
担
当
者

の
横
暴
か
ら
基
本
的
人
権
を
守
る
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
発
議
要
件
の
緩

和
は
近
代
立
憲
主
義
に
反
す
る
こ
と

も
明
確
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。 

四
、
第
三
章｢

国
民
の
権
利
及
び
義

務｣

が
憲
法
の
柱
で
あ
り
目
的 

こ
の
憲
法
の
核
心
は
、
四
十
条
か
ら

な
る
基
本
的
人
権
で
あ
る
。
と
く
に

十
三
条｢

個
人
の
尊
重
、
生
命
、
自

由
、
幸
福
追
求
の
権
利
の
尊
重｣

が
そ

の
中
心
で
あ
る
。(

※)

命
は
ひ
と
つ
、

人
生
は
一
回
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

は
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
。 

び
交
戦
権
の
否
認)

は
、｢

約
束｣

の
言

葉 前
文
の｢

決
意｣

を
世
界
と
ア
ジ
ア
の

人
々
に
約
束
し
た
の
が
九
条
で
す
。

一
九
四
五
年
か
ら
二
〇
一
三
年
の

六
十
八
年
間
、
日
本
は｢

戦
争
を
し

な
い
国｣

と
し
て
、
約
束
を
守
っ
て
き

た
。 

二
、
憲
法
の
三
つ
の
自
己
紹
介 

 

第
十
章｢

最
高
法
規｣ 

憲
法
の
条
文
は
、
こ
こ
か
ら
読
み
始

め
る
と｢

憲
法
と
は
そ
も
そ
も｣

な
ん

で
あ
る
か
が
よ
く
わ
か
る
と
強
調
。 

九
十
七
条
で｢

国
民
の
基
本
的
人
権

を
保
障
す
る
も
の｣

、
だ
か
ら
九
十
八

条｢

国
の
最
高
の
ル
ー
ル｣

で
あ
り
、
九

十
九
条
で｢

権
力
を
担
う
人
た
ち

は
、
憲
法
を
守
っ
て
仕
事
を
し
な
さ

い｣(

国
民
と
の
契
約)

と
、
こ
れ
ら
が

憲
法
の
自
己
紹
介
で
あ
る
。 

争)

。
ア
ジ
ア
・太
平
洋
戦
争(

一
九
四

一
年
十
二
月
八
日
開
戦
～
四
五
年

八
月
十
五
日
終
戦)

と
、
七
十
七
年

間｢

戦
争
を
す
る
国｣

で
し
た
。  

日
本
が
引
き
起
こ
し
た
侵
略
戦
争

で
、
ア
ジ
ア
の
人
々
２
０
０
０
万
人
、

日
本
国
民
３
１
０
万
人
が
犠
牲
と
な

っ
た
。
そ
の
反
省
の
上
に
日
本
国
憲

法
が
生
ま
れ
た
。 

◎
前
文
で
二
つ
の
「決
意
」 

日
本
国
民
は
、｢

…
政
府
の
行
為
に

よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決

意
し
、｣

日
本
国
民
は｢

恒
久
の
平
和

を
念
願
し･････

平
和
を
愛
す
る
諸

国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、

わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ

う
と
決
意
し
た
。｣ 

◎
憲
法
九
条(

戦
争
放
棄
、
軍
備
及

者
学
習
協
会
事
務
局
長)

さ
ん
で
、

日
本
国
憲
法
と
自
民
党
の
日
本
国

憲
法
改
正
草
案
の
全
文
を
用
意
さ

れ
、
大
変
わ
か
り
や
す
く
話
さ
れ

ま
し
た
。
内
容
を
少
し
箇
条
書
き
で

紹
介
し
ま
す
。 

一
、
日
本
国
憲
法
が
誕
生
し
た
歴

史
的
背
景 

◎
一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
以

降
、
日
本(
明
治
政
府)

は
、
日
清
戦

争(

一
八
九
四
年
～
九
五
年)

、
日

露
戦
争(

一
九
〇
四
年
～
〇
五

年)

、
柳
条
湖
事
件(
満
州
事
変
と

も
い
い
、
一
九
三
一
年)
、
盧
溝
橋

事
件(

一
九
三
七
年
、
日
中
全
面
戦

 

操
南
地
域
九
条
の
会
は
、
五
月
三

日
、
操
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
・
ハ
ウ
ス
で｢

憲

法
記
念
日
の
つ
ど
い｣
を
開
催
し
、
一

九
人
が
参
加
し
ま
し
た
。 

 

事
務
局
よ
り
二
〇
〇
五
年
七
月

三
十
一
日
の
設
立
総
会
か
ら
今
日

ま
で
の
経
過
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

今
日
の｢

つ
ど
い｣

は
、
昨
年
十
二
月

の
総
選
挙
で
憲
法
改
正(

改
憲)

を
か

か
げ
る
議
員
が
多
数
当
選
し
、
安
倍

総
理
を
中
心
に
国
会
で
改
憲
の
動

き
が
急
速
に
強
ま
る
状
況
の
中
で
、

｢

憲
法
に
つ
い
て｣

も
う
一
度
学
習
し

よ
う
と
開
か
れ
ま
し
た
。 

講
師
は
、
長
久
啓
太(

岡
山
県
労
働

参
加
者
は
、
講
師
の
具
体
的
な

資
料
を
基
に
、
条
文
を
読
み
明
か

す
話
に
引
き
込
ま
れ
ま
し
た
。 

 

「日
中
不
再
戦
は
憲
法
九
条
を
生

か
す
道｣

と
の
立
場
で
日
中
友
好
運

動
を
進
め
て
き
た
も
の
と
し
て
、
七

月
の
参
議
院
選
挙
で｢

憲
法
改
正｣

が
、
争
点
の
一
つ
の
な
っ
て
い
る
だ
け

に
、
自
分
の
言
葉
で
憲
法
を
話
せ
る

よ
う
に
な
ろ
う
と
決
意
を
固
め
ま

し
た
。 

小
林
軍
治 

 

ニホン人は、なぜ、ニホン語を 

おしえることができるのか？ 49  

竹内和夫 

 

 

英語とスワヒリ語とフランス語 

 

Ａ : わたしの担当する西部アメリカ英語で、区別すべき母音は 

/a ӕ e i ə o u /の７つだから、ニホン人にはむずかしい。 

                       例/ｐӕｎ /（平なべpan） 

                 /pat/（ポットpot）、/bowt/ 

                （ボートboat）、/bərd/（鳥bird） 

                 /b ə t ən/（ボタン button）。 

 

                      スワヒリ語はアフリカ南東部

のケニア、タンザニア、ザンビアなどの共通語です。 

区別すべき母音は５つだから、やさしい。/watoto/（こ

どもたち ワトト）、/watoto wadogo/（小さいこど

もたち）。 

B：わたしの担当するフランス語は、母音が１１もあって、ほ

かに鼻母音が４つもある。とてもむずかしい。 

            例/mənü/（ムニュ、メニュー）、                   

/ga:r/（ガール 駅）、  /ɡɑ：ｒ/(ガール 駅)、/dram/

（『ドラマ        （ドラマ）、/lɛktə：ｒ/（読者）、 

/tɛ:t/（頭）、/ɔm/（男）。  

                          

 パリ(Paris)の方言では７～８母音にへっているという

情報もある。鼻母音は/ə ɔ ɛ ɑ/の４母音を発音しながら

呼気を鼻腔に送るもので、 

 

 

 

の文句で知られている。かなりの練習を要する。ちなみに

スペイン語は５母音。 

                       つづく 

Un   bon  vin   blanc 

ある よい ブドー酒 白い  (ある白いブドー酒) 

/ə̃  ｂɔ̃   ｖɛ̃    ｂ      l      ɑ̃ / 

 

憲
法
記
念
日
の
つ
ど
い 

操
南
地
域
九
条
の
会 

※
こ
の
基
本
的
人
権

を
支
え
る
土
台
が
、

徹
底
し
た
平
和
主
義

で
あ
る
。(

前
文
の
平

和
的
生
存
権) 

 

そ
れ
ゆ
え
こ
の
憲

法
を
制
定
し
た
主
体

で
あ
る
日
本
国
民

に
、
十
二
条｢

自
由
・

権
利
の
保
持
義
務
、

濫
用
の
禁
止
、
利
用

の
責
任｣

で｢

こ
の
憲

法
が
保
障
す
る
自
由

及
び
権
利
は
、
国
民

の
不
断
の
努
力
に
よ
っ

て
、
こ
れ
を
保
持
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い･

・｣ 

と｢

不
断
の
努
力｣

を

求
め
て
い
る
。 

資
料
を
持
っ
て
話
す
長
久
さ
ん 


